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r加入いただき、たいへんご好評をいただいております。

つきましては、本補償制度をこ案内申し上げますので、ご検討のうえ是非ご加入くださいますようお願い申し上げます。

※一般会員、有資格者、スキー競技選手の各補償制度をご案内していますc

l=本補償制度は、(財)全 日本スキー連盟を保険契約者とし、全日本スキー連盟登録会員を加入者および被保険者 (補償の対象となる方)と

するスポーツ賠償責任保険、スキー・スノーボード保険 (正式名称 :スキニ・スケート保険)、 スポーツ団体傷害保険特約セット普通傷害保険|
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10月 19日 (土 )以降に(財 )全 日本スキー連盟事務局に到着する加入申込みは『中途加入Jとなり、いずれの補償制度も全て下記の方法となります。
会員登録と同時に保険加入を行わず、後日保険のみの加入を行う場合は、10月 18日 (金 )以前であつても、中途加入申込みとなります。
なお、中途でご加入の場合、未経過期間により保険料が変わる場合がありますので、取扱代理店または引受保険会社まで別途お問合わせください。
※なお、中途加入は平成26年 3月 10日 (月 )締切です。したがつて、3月 11日 (火 )以降に加入ご希望の方は新年度募集での加入を
ご検討頂くこととなりますのでご注意ください。

別添の「カロ入依頼書」に所定事項を記入してください。

※中途加入申込みは、(財 )全 日本スキー連盟の「継続および新規会員登録表」ではできません。

(財 )全 日本スキー連盟 (スキー補償制度担当・小林)ヘ

FA× (044-966-6345)または垂F送ください。

裏面の「ご加入の手続きについて」に記載された「お振込先」へ払い込みください。

加入依頼書

保険料

到着 (着金 )日

保険期間 (ご契約期間 )

始期 終 期

1日 ～ 15日 翌月 1日 午後4時 羽成26年 11月 1日 ∠日後4口寺

16日 ～末日 翌月 10日 午後4時加入申込票、保険料が到着 (着金)し た日に応じ、次のとおりとなります。

2013/2014
シ…ズン用



くご注意>
■下記の保険料について

●スポーツ賠償責任保険およびスキー・スノーボード保険の保険料は、団体割引

30%(被 保険者総数 1,000名 以上)を 適用しております。ご契約開始の際、被保

険者総数が1,000名未満となつた場合は保険料を変更させていただきます。

●スポーツ団体傷害保険特約セット普通傷害保険の保険料は、被保険者総数および

運動の種目区分により異なります。下記傷害部分の保険料は被保険者総数200名

以上500名未満および運動種目区分B(スキー)の場合にて計算しております。

ご契約開始の際、被保険者総数が200名 未満または500名以上となつた場合は

保険金額を変更させていただきます。(50名 未満の場合は加入できません。)

●スキー スノーボード保険は、スキー スケート傷害補償特約、

雪上滑走スポーツ補償特約、陸上スキー追加補償特約および

陸上滑走スポーツ追加補償特約セットのスキー・スケート特別

約款、賠償責任保険普通保険約款 (個 人用)で構成されています。

■スポーツ団体傷害保険特約セット普通傷害保険について

●団体管理下の事故には、合宿宿舎内の事故や移動中の交通

乗用具搭乗中の事故は含まれません。

●団体管理下の団体とは、(財 )全 日本スキー連盟、同加盟団体

および同所属団体をいいます。団体単位で構成員全員の方に

お申し込みいただきます。

F822298001

%覺鱚聰―贔颯冬銹節
(宥資鶴機器鑢Åままでき議彗姦
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スキーのみ補償

スキー。ボード補償

F822298000   1

辣贔⑬瘍∫鷺褥y_謬魏/
炸蛉雉隆瘍楡

※スキーまたはスノーボードの有資格

者とは、スキー指導者・スノーボード

指導者・公認スポーツ指導者制度

スキー指導者および競技資格者を

いいます。

‡鑢洟祗艤|

隋 スキー・ボード補償

瘍 スキーのみ補償

屹 スキー・ボード補償

‐
   F822298004

顆Å怒聰∫電輪m― m銹
穐卜褥趙埒葬

※バトロールの有資格者とは、SA」

公認のスキーバトロールをいいます。

ただし、SA」 加盟団体の認定者も

加入できます。

塀バトロール
賠償責任補償

F822298002

スキーのみ補償

スキー・ボード補償
蝙

瘍

隋

0 ● ● ● 2,700円 3,700円

保険料は、会員登録の際に、

登録料等とあわせて払い込みください。

鸞 ● ● ● 3,900円 6,500円

0 ● 1,200円

鼈 ● ● ● 3,200円 3,800円

⑤ ● ● ● 4,300円 6,200円

⑥ ● 1,300円

0 ● ● ●

(vatav) 5,5OOn (vv+av) 6,1 OOn

「ご加入の手続について」に基づき、

お手続きをお願いします。

(プロ)10,900円 (プロ)11,500円

鯰 ● | ● ●

(vvrav) 6,6OOn (vvltv) 8,5OOg

(プロ)15,200円 (プロ)17,100円

※保険料欄の「プロ」は、スキー スノーボードの指導または競技を職業または職務として行つている会員をいいます。

※有資格者の方は補償区分||■ には加入できません。
※スキー学校教師の方は■|■ の「プロ」または別途スキー学校補償制度のうちスキー学校教師制度にご加入ください

※1本 補償制度における「スキー」(雪上)の定義 :ス キーの板を用いて雪上 (人エスキー場を含みます。)で行うスポーツをいいます。砂 ビーズ 芝 (人工芝を含みます。)ブラシ状の斜面、自宅等

の庭や道路上の斜面を利用するものおよびローラーを使用するローラースキー等は対象になりません。

※2本 補償制度における「ボード」(雪上)の定義 :ス ノーボード用に設計されたボードを使用し、雪 (人 工雪を含みます。)上を動力を用いずに滑走することを主な目的とするスポーツをいいます。

そり、ボブスレーおよびリュージユを除きます。

※3本 補償制度における「陸上スキー」(スキーのみ補償)の定義 :ク ラススキー、回―ラースキー等、当該スポーツ用に設計された板、キヤタビラまたは回―ラーを使用し、雪上以外の芝 (人工芝

を含みます。)砂 ビーズ ブラシ マツト状等の当該スポーツ用に設定された斜面および平面上を動力を用いずに滑走することを主な目的とするスキーをいいます。

※4本 補償制度 における「陸上スキー」(ス キー。ボード補償)の定義 :グ ラススキー、ローラースキー、マウンテンボード等、当該スポーツ用に設計された板またはボード、キヤタビラおよびロー

ラーを使用し、雪上以外の芝 (人 工芝を含みます。)砂 ビーズ ブラシ マット状等の当該スポーツ用に設定された斜面および平面上を動力を用いずに滑走することを主な目的とする

スポーツをいいます。ただし、そりを除きます。
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日本国内(繭・幸 は日本国内外)に おいて、

スキー (ま たはスノーボード)の 練習・競技・

指導中の偶然な事故により、他人にケガをさせ

たり、他人の物 (他 人から借りたり預かつた物は

除きます。)を壊したことにより、法律上の損害

賠償責任を負つた場合に保険金をお支払い

します。

支払限度額

1事故につき

由硫吻
(免責金額1万円)

●損害賠償金

自己負担額を超過した」
。身体障害 (対人)事 #
・財物損壊 (対物)事青

●費用保険金

a損害発生拡大防止姜

事故発生の後、損害

のために要した必要

b緊急措置費用来1

応急手当、護送、そ (

による同意を得た費

でもお支払いします

c示談協力費用※2

被保険者が引受保 F

お支払いします。

d争訟費用・示談交渉i

被保険者が法律上σ

支出した訴訟費用、ジ

費用をお支払いしま'

※ 1そ の実費につき、損害賠 1

※2支払限度額とは別に、実|

支払限度額の損害賠償 f

● |● |― |● |● |―

2■ ■ ■ ■ ■ ■ |■ ■ ■

日本国内においてスキー(ま たはスノーボード)

の目的をもつて住居を出発してから帰着する

までの行程中の偶然な事故により、他人に

ケガをさせたり、他人の物 (他人から借りたり

預かつた物は除きます。)を壊したことにより、

会員の皆様が法律上の損害賠償責任を負つた

場合に保険金をお支払いします。

【鯰・り の場合】

支払限度額 1事故につき

鰈 拶鰊 蜻 聰 万 爾 晩責金額1万円)

【屹・饂・鸞・けの場合】

支払限度額 1事故につき

聰 饂 澪 鼈 晩 責金額1万円)

● ● ― ● ●

■
日本国内においてスキー(ま たはスノーボード)

の目的をもって住居を出発してから帰着する

までの行程中に、急激かつ偶然な外来の事故に

より、ケガをした場合に保険金をお支払いし

ます。

死亡。後遺障害

保険金額
饉Ω浴覇爾

●死亡保険金      |
事故によるケガのため、事|

保険金額の全額をお支払|

●後遺障害保険金    |
事故によるケガのため、事

場合、後遺障害の程度に

'保険金と後遺障害保険金 |

●入院保険金      |
事故によるケガの治療のス

に対して入院保険金日額そ

●手術保険金【左記口のス″

事故によるケガの治療の,

られた場合、入院中に受け

1事故につき1回 の手術に

●通院保険金      |
事故によるケガの治療の;

された場合、通院日数に

'含めて180日 以内の通院:

入院保険金日額

通院保険金日額 2,000円

● ●

日 ||■ ‐|■ ||||
日本国内において、雪上に限らず団体管理下で

スキー (またはスノーボード)の競技中および

練習中 (指導中は除きます。)に 、急激かつ

偶然な外来の事故により、ケガをした場合に

保険金をお支払いします。

死亡。後遺障害

保険金額 115万円

入院保険金日額 1,500円

手術保険金
入院中の手術壕5
それ以外の手術 7 ⑬

通院保険金日額 罐 民蜆礼
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日

本

用品損害保険金額

に鸞躙吻
(免責 金 額 3,000円 )

※紛失 置き忘れによる損害は対象外です。
※破損 曲損による損害は対象外です
※損害保険金のお支払額が1回 の事故で保険金額 (注 )

と同額になつた場合は、このご契約は損害発生時に終了
します。なお、保険金額と同額にならないかぎり、保険金
のお支払いが何回あつても保険金額は減額されずに、
ご契約は保険期間の終了日まで有効です。

(注 )保険金額が保険価額 (時価額)を超える場合は保険価額
(時価額 )と します。

●損害保険金【盗難・火災の
:

保険金額 (保険期間中151

注 1修繕額が保険価額《
価額を損害の額とし

注2損害の額から免責金:

および火災による事 |

注3全損の場合を除き、環

●費用保険金      |
a残存物取片づけ費用 :竜

取片づけ清掃費用およ

お支払いします。  :
b修理付帯費用 :保管場肩

引受保険会社の承認をイ

金額の30%ま たは1,C

保険金補償特約)

この保険には臨時費用保F

できません。

※スキー (ス ノーボー ド)用 品 とは、スキー板

スノーボー ド(ヒ ンディング等付 属 品を含 み

ます。)、 ストック、スキー スノーボード用に設計

されたその他の物および被服類をいいます。

|

|

|

|

|

|   ■ ||||||||||||||||||

日本国内のスキー場において、ユニフォームを

着用して行うパトロール活動に起因する偶然な

事故により、他人に身体障害を発生させたこと、

または他人の財物 (他人から借りたり預かつた

ものは除きます。)を 損壊させたことにより、

法律上の損害賠償責任を負担することによって

被る損害に対し、保険金をお支払いします。

支払限度額

1事故につき

鰤鰺鼈
(免責金額1万円)

●損害賠償金

自己負担額を超過した損:

身体障害 (対人)事故 :i

財物損壊 (対物)事故 :′

●費用保険金

上記「法律上の損害賠償F

●以下の2特約をセットして

1初期対応費用補償特糸

事故現場後片づけ・清 |

通信費等 ×後に損害賠イ

2訴訟対応費用補償特糸

コピー機の賃借費用、事

●争訟費用等の支払限度額

する特約です。

0 10 010 0 貧

4,000円



t害額を支払限度額を限度にお支払いします。
:治療費、慰謝料、被害者の方の逸失利益等
:修理代等

甲・求償権保全行使費用※1

)発生または拡大の防止および他人に対する求償権の保全もしくは行使

または有益な費用をお支払いします。

)他の緊急措置に要した費用、および支出につき引受保険会社の書面

ヨをお支払いします (結果として、損害賠償責任がないことが判明した場合

)。

会社の求めに応じ、引受保険会社に協力するために直接要した費用を

:用
来2

損害賠償責任の解決のために、引受保険会社の書面による同意を得て
:護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用または示談交渉に要した

金の額と合算して、免責金額を超過した額を、支払限度額を限度に、お支払いします .

呈をお支払いします .た だし、dに ついては、損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、

に対する割合を乗じてお支払いします .

○スキーをしているとき他人と衝突

してケガをさせた。

○競技会で模範滑走中、大会関係者

にケガをさせた。

【下記はや・攀・彦鰺酪疇 の場合のみl

Oスキー場に行く途中、他人にスキー

をぶつけてケガをさせた。
など

被保険者またはそのご家族が加入されている

他の保険契約等 (共 済契約または異なる保険

種類の特約を含みます)に より、既に被保険者に

ついて同種の補償がある場合、補償が重複し、

保険料が無駄になることがあります。こ加入に

あたつては補償内容について、ご要望に沿つた

内容であることを必ずご確認ください。

※なお、複数あるご契約のうち、これらの補償が

1つ のご契約のみにセットされている場合は、

そのご契約を解約されると、補償がなくなつて

しまいますのでご注意ください。

■ご契約者 被保険者(=会員)の故意によつて生じた損害賠償責任

■戦争、暴動、騒擾等によつて生じた損害賠償責任

■地震、噴火、洪水、津波による損害賠償責任

■被保険者と世帯を同じくする親族に対する損害賠償責任

■被保険者が所有、使用、管理する財物の損壊につき、その

財物に対し、正当な権利を有するものに対して負担する損害

賠償責任

■自動車 (ス ノーモービルを含みます。)の 所有、使用または

管理に起因する損害賠償責任

■被保険者(=会員)と他人の間に損害賠償に関する特別の

約定 (法 律上果たすべき責任の額以上に弁償する約束

など)がある場合において、その約定において加重された

損害賠償責任

など

※衝突時に他人にケガをさせたり、物を壊 してしまつても、会員の方に

全く過失がないときは損害賠償金のお支払いの対象になりません。

ただし、双方に過失があるときは、過失の割合に応じてお支払いします。

女の発生の日からその日を含めて180日 以内に死亡された場合、死亡 後遺障害

しヽます。

枚の発生の日からその日を含めて180日 以内に約款所定の後遺障害が発生した

:じ て、死亡 後遺障害保険金額の4%～ 100%を お支払いします。ただし、死亡

共保険期間を通じ、合算して死亡 後遺障害保険金額が限度となります。

め、事故の発生の日からその日を含めて180日 以内に入院された場合、入院日数

180日 を限度としてお支払いします。

一ツ団体傷害保険特約セット普通傷害保険の場合のみ】

:め 、事故発生の日からその日を含めて手術保険金支払対象期間内に手術を受け

た手術は入院保険金日額の10倍、それ以外の手術は5倍の額をお支払いします。

恨ります。

しめ、事故の発生の日からその日を含めて180日 以内に通院 (往診を含みます。)

|して通院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の発生の日からその日を

こ限り、1事故につき90日が限度となります。

○スキー (ま たはスノーボード)で

滑つていて事故で骨折した。

○リフトから落ちてケガをした。

○他人や立木等に衝突してケガを

した。

oスキーバスを降りる時、ステツプで

滑つてケガをした。メ

○スキー場に行く途中、交通事故に

あいケガをした。※

○ホテルで足を滑らせてケガをした。X

など

※「スポーツ団体傷害保険特約セツト普通傷害
保険Jの 場合は、団体管理下中の競技中または

練習中の事故によるケガに限りますので

保険金をお支払いできません。

■ご契約者 被保険者(=会 員)または保険金受取人の故意または重大な過失

■被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為

■無資格運転 、道路交通法第65条 第 1項 に定める酒気帯運転での

事故によるケガ

■脳疾患、病気、心神喪失、妊娠 出産 流産

■戦争、暴動※1、 地震、噴火、津波

■山岳登はん (ビッケル アイゼン ザイル ハンマー等の登山用具を

使用するもの、ロツククライミングを含みます。)、 職務以外での航空

機操縦を行つている間の事故、スカイダイビング、ハンググライダー

搭乗などの危険な運動 (リ ュージュ ボブスレーも対象外です )を

行つている間の事故によるケガ

■むちうち症 腰痛等で医学的他覚所見のなぃもの来2

■細菌性食中毒およびウイルス性食中毒
          など

※1「スポーツ団体傷害保険特約セット普通傷害保険」の場合のみ、テロ行為

によつて発生したケガに関しては自動セツトの特約により保険金お支払い

の対象となります。

※2被保険者が自覚症状を訴えている場合であつても、レントゲン検査、脳波

所見、神経学的検査、眼科 耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明

することができないものをいいます.

《ご注意》

●職業(アルバイトを含みます.)ま たは職務としてスキー スノーボードの指導また

は競技を行つている一般会員および有資格者の方は保険料が異なります.別途

スキー スノーボード保険をご案内しますので取扱代理店へご照会ください.

●また、スキー競技選手補償制度でブロに該当する方がアマチュアの保険料で

契約された場合は、保険金の額が削減されますのでご注意ください .

`き

のみ】

ラ円)を限度に、修繕費を、その損害の額としてお支払いします。

事故当時の時価)を超えた場合や修繕できない場合 (盗難を含みます。)は、保険

にす (全損 )。

夏(自 己負担額)3,000円 を差し引いた金額をお支払いします。ただし、全損の場合

女の場合は、差し引きません。

害保険金をお支払いした場合においても保険金額は減額しません。

「
故によつて損害を受けた用品の残存物の取片づけに必要な費用(取りこわし費用、

び搬出費用)について、損害保険金の10%に 相当する額を限度として実費を

斤が住居 営業用倉庫以外の場合で、火災の事故により用品に損害が生じた結果、

子て支出した、復旧にあたり必要 有益な費用について、1事故 1敷地内につき保険

00万円のいずれか低い額を限度として実費をお支払いします。〈修理付帯費用

ミ金補修対象外特約が自動的にセットされているため、臨時費用保険金はお支払い

○レストハウス前に置いてあつた

スキー板が盗まれた。

○スキー場に行く途中、駅の待合室で

スキー用品―式を盗まれた。

C自 宅に保管してあつたスキー板が

火災で焼失した。

O宿泊していたホテルが火災になり

スキー板が焼失した。   など

峻保険者またはそのご家族が契約されている他の

保険契約等 (共 済契約または異なる保険種類の

特約を含みます)に より、既に被保険者について

同種の補償がある場合、補慎2重塑塾生堡険料が

無駄になることがあります。こ加入にあたつては

補償内容について、ご要望に沿つた内容である

ことを必ずご確認ください。

Xな お、複数あるこ契約のうち、これらの補償が

1つ のご契約のみにセットされている場合は、

そのご契約を解約されると、補償がなくなつて

しまいますのでご注意ください。

■ご契約者または被保険者 (=会 員)の 故意または重大な

過失による損害

■地震、噴火または津波

■自然の消耗または性質による変質等による損害

■ストックのみの損害

■紛失、置き忘れによる損害

■盗難 火災以外の事故

■損害を受けたために臨時に発生する費用 (臨 時費用対象外

特約がセツトされています。)

など

※盗難の際には、最寄の警察に被害届を提出してください。警察から

の盗難証明がない場合、保険金お支払いの対象外となります。

※破損 曲損による損害は対象外です

尋額を支払限度額を限度にお支払いします。

台療費、慰謝料、被害者の方の逸失利益等

多理代等

:任」の「費用保険金」と同内容です。

しヽます。1事故および保険期間中で50万 円を限度にお支払いします。

〕:現場保存費用、写真撮影費用、事故状況調査 言己録費用、事故原因調査費用、

最費用、被保険者の使用人を事故現場に派遣するために必要な交通費 宿泊費、

雪責任のないことが判明した場合に限ります。

,1訴 訟や和解等に関する費用 (意 見書 鑑定書作成費用、外注コピー費用、増設

致等再現実験費用、文書作成費用等)のうち、引受保険会社が認めたものに限ります。

内枠払特約 :損害賠償金と費用保険金を合算して、ご契約の支払限度額を限度と

○バト回―ル活動従事中、誤つて

一般のスキーヤーにケガをさせた。

○アキヤボードでケガ人を搬送中、

操作を誤リケガ人を死亡させた。

○安全対策のための機材運搬中、

他人にぶつけてケガをさせた。

○バト回一ル養成のための研修会で

誤つてケガをさせた。

など

■ご契約者または被保険者 (=会員)の故意によつて生じた

損害賠償責任

■戦争、暴動、騒じよう等に起因する損害賠償責任

■地震、噴火、洪水、津波に起因する損害賠償責任

■被保険者と世帯を同じくする親族に対する損害賠償責任

■被保険者が所有、使用、管理する財物の損壊につき、その

財物に対し、正当な権利を有するものに対して負担する

損害賠償責任

■自動車 (ス ノーモービルを含みます)の所有、使用または

管理に起因する損害賠償責任

■被保険者(=会員)と他人の間に損害賠償に関する特別の

約定 (法律上果たすべき責任の額以上に弁償する約束

など)がある場合において、その約定において加重された

損害賠償責任
など



●本補償制度は、(財 )全日本スキー連盟登録会員を被保険者とする団体契約です。

■一般会員補償制度または有資格者補償制度をお申込みの方は、会員登録の際、「継続または新規会員登録表」内にある
。一般会員補償制度 >委託集金分の『一般会員J

。有資格者補償制度 >委託集金分のF有資格者|(バ トロールを含む)

の該当欄に○印をつけていただき(下記参照 )、 所定の保険料を登録料等といっしょに払い込みください。

ロスキー競技選手補償制度をお申し込みの方は、別添の「加入依頼書」に所定事項を記入のうえ、(財 )全日本スキー連盟事務局
(スキー補償制度担当・小林)へFAX(044-966-6345)ま たは郵送ください。保険料は、下記日の「お振込先」へお振込みください。

●いずれの場合も、申込締切日は、10月 18日 (金)(財 )全 日本スキー連盟事務局到着分までとなります。

_虚 1谷 晟 7

1鋭
け れかをお留

欄 制度 に
|

● ②

しさい

0ス キーのみ補償

□雪上のみ  3,200円

□雪上十陸上 3,800円

0ス キー。ボード補償

甲_W空_1199輪
□ 雪上十陸上 6,200円

■加入依頼書の「郵送先」

〒215-0021神奈川県川崎市麻生区上麻生2-25-7

(財 )全 日本スキー連盟 (スキー補償制度担当・(有 )ラ・トウール Jヽ林 )

■保険料の「お振込先」

有限会社 ラ・トゥール

みずほ銀行新百合ケ丘支店 (店番 :393)

普 通 預 金 1886184         
※振込手数料はご負担願います。

l ′

■日

~t‐ ~~・ ハノ~7」 ~ヽ

|よ 、0～0のいず
ださしヽ。

【ご加入申込時における注意事項 (告知義務 )】

※印の項目については、ご加入時に事実を正確に

お申し出いただく義務 (告知義務)が あります。

故意や重大な過失より、お申し出いただかなかった

場合や、お申し出いただいた事項が事実と異なつて

いる場合には、ご契約が解除されたり、保険金を

お支払いできないことがあります。ご加入に際して、

今一度お確かめください。また、住所・氏名・性別・

生年月日、他の保険契約等 (補償内容が同一の他の

保険契約等 )の 有無について、よくご確認のうえ

記載ください。

0ス キー。ボード補償

□雪上のみ  1,200円

0バ トロール
賠償責任補償  ■…

□ 雪上のみ  1,300円

■

バ トロール

● スキーのみ補償

□雪上のみ  2,700円

□雪上十陸上 3,700円

② スキー 。ボード補償

□雪上のみ  3,900円

□雪上+陸上 6,500円

一ロ



■一般会員補償制度または有資格者補償制度をお申し込みの方

●SA」会員証が加入者証を兼ねています。会員証の中面に、引受保険会社名

(あ いおいニッセイ同和損保)と 証券番号および事故の際の連絡先(0120-
985024)・ 保険期間・補償制度加入区分等が印字されています。常に携行

されるSA」会員には便利です。(加入依頼書で加入手続をした場合は、下記

日の対応となります。)

日スキー競技選手補償制度をお申し込みの方

(上記田の方が加入依頼書で手続をした場合を含みます。)

●別途『加入者証』を送付させていただきます。加入者証が届かない場合は、

取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。

●賠償損害、用品の損害に関わる事故が発生した場合には、ただちにご契約者

である団体等または取扱代理店もしくは引受保険会社までご連絡ください。

また、傷害に関わる事故が発生した場合には、事故の発生の日から30日以内

にご契約者である団体等または取扱代理店もしくは引受保険会社までご連絡

ください。ご連絡がない場合、それによつて引受保険会社が被つた損害の額を

差し引いて保険金をお支払いすることがあります。0120-985024(あん

じん24受付センター)(携帯電話・PHSからもご利用いただけます。)

[受付時間:365日 24時間]※ おかけ間違いにご注意ください。

●この保険では、引受保険会社がご契約者または被保険者(=会員)に代わつて

事故の相手 (被害者)と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありません。

被害者との示談交渉や弁護士への損害賠償請求権委任等を引受保険会社と

ご相談いただきながらすすめていただくことになります。あらかじめ引受保険

会社の承認を得ないで、損害賠償金の全部または一部を承認した場合には、

損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引いてお支払いする

場合がありますのでご注意ください。

●保険金のご請求にあたつては、引受保険会社所定の書類を提出していただき

ますので、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。

●保険金請求権については時効(3年 )がありますのでご注意ください。

●この保険契約と補償範囲が重なる他の保険契約等がある場合には、「会員

自身の傷害」に対する保険金を除き、発生した損害に対して既に支払われた

保険金の有無によつて引受保険会社がお支払いする保険金の額が異なります。

詳しくは取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。

●損害保険会社等の間では、傷害事故について保険金支払いが迅速・確実に

行われるよう、同一事故にかかわる保険契約の状況や保険金請求の状況等に

ついて確認を行つています。確認内容は上記目的以外には用いないことに

なつております。ご不明の点は、引受保険会社までお問合わせください。(具体的

には事故発生の場合に、損害保険の種類、受傷者名、事故発生日、取扱損害

保険会社等の項目について確認しています。)

■本補償制度の各普通保険約款・特約集および保険証券は、

ご契約者 (財 )全 日本スキー連盟に交付されます。

■クーリングオフについて(ご契約お申し込みの撤回等について)

●この保険は、クーリングオフの対象外となります。

■契約締結後における留意事項 (通知義務等 )

●加入申込後に加入者証に記載の事項に変更等が発生した

場合には、ただちに取扱代理店にご連絡ください。

※スポーツ賠償責任保険、スキー・スノーボード保険、

スポーツ団体傷害保険特約セット普通傷害保険について

は各々の重要事項説明書をご覧ください。

■満期返れい金・契約者配当金

●この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。

■解約返れい金の有無

●被保険者がスキー・スノーボードの事故以外での死亡等の

理由でご契約を解約される場合は、ご契約の取扱代理店に

ご連絡ください。解約時の条件により、保険期間のうち未経過

であつた期間の保険料が返還となる場合があります。

■保険会社破綻時の取扱い等

●引受保険会社が経営破綻した場合など業務または財産の

状況が変化したときには、保険金、解約返れい金等の支払い

が一定期間凍結されたり金額が削減される場合があります。

●普通傷害保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象で

あり、経営破綻した場合の保険金、解約返れい金等は

80%ま で補償されます。ただし、経営破綻後3か月以内に

発生した保険事故に係る保険金は100%補償されます。

●傷害保険以外は、ご契約者が個人、小規模法人 (経営破綻

時に常時使用する従業員等の数が20人以下である法人

をいいます。)ま たはマンション管理組合 (以下「個人等」と

いいます。)である場合に限り「損害保険契約者保護機構」

の補償対象であり、経営破綻した場合の保険金、解約返

れい金等は80%ま で補償されます。ただし、破綻後3か月

以内に発生した保険事故に係る保険金は100%補償され

ます。また、ご契約者が個人等以外の保険契約であつても、

被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している

場合は、その被保険者に係る部分については、上記補償の

対象となります。

詳しくは取扱代理店または引受保険会社までお問合わせ

ください。

本保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申込みください。

【個人情報の取扱いについて1

本保険契約に関する個人情報は、引受保険会社が保険引受の審査、本保険契約の履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険

会社グループ会社が他の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。また、上記の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先

(保険代理店を含む)、 保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、一般社団法人日本損害保険協会、他の損害保険会社、再保険

会社等に提供することがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(セ ンシテイブ情報)については、保険業法施行規則(第 53条の10)により、利用目的が限定されています。

詳細については、あいおいニッセイ同和損害保険(株 )のホームページ(http://www aloinissaydowa co ip/)をご覧ください。

※このバンフレットは概要を説明したものです。ご加入にあたっては必ず「重要事項説明書 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をご覧ください。また、詳しくは

「普通保険約款・特約集」をご用意しておりますので取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。ど不明な点がございましたら、下記にお問合わせください。

【取扱代理店】

ABC(法 人名 :有 限会社ラ・トウール)担 当 4ヽ 林 英記

〒215-0021神 奈川県川崎市麻生区上麻生2-25-7
丁EL 044-959-2040  FAX 044-966-6345
(平日/9時～17時 )

【引受保険会社】

あいおいニツセイ同和損害保険株式会社 広域法人開発部

〒103-0027東 京都中央区日本橋3-519
TEL 03-6734-9608  FAX 03-6734-9609

2013年 7月 承認  GA13H301691


